
学
校
教
育
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
参
照
条
文

○
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
（
抄
）

第
一
条

こ
の
法
律
で
、
学
校
と
は
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
、
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
盲
学
校
、
聾
学
校
、
養
護
学

校
及
び
幼
稚
園
と
す
る
。

第
三
条

学
校
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
学
校
の
種
類
に
応
じ
、
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
設
備
、
編
制
そ
の
他
に
関
す
る
設
置
基
準
に
従
い
、

こ
れ
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条

国
立
学
校
、
こ
の
法
律
に
よ
つ
て
設
置
義
務
を
負
う
者
の
設
置
す
る
学
校
及
び
都
道
府
県
の
設
置
す
る
学
校
（
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校

を
除
く
。
）
の
ほ
か
、
学
校
（
高
等
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
含
む
。
）
の
通
常
の
課
程
（
以
下
全
日
制
の
課
程
と
い
う
。
）
、
夜

間
そ
の
他
特
別
の
時
間
又
は
時
期
に
お
い
て
授
業
を
行
う
課
程
（
以
下
定
時
制
の
課
程
と
い
う
。
）
及
び
通
信
に
よ
る
教
育
を
行
う
課
程
（
以
下

通
信
制
の
課
程
と
い
う
。
）
、
大
学
の
学
部
、
大
学
院
及
び
大
学
院
の
研
究
科
並
び
に
第
六
十
九
条
の
二
第
二
項
の
大
学
の
学
科
に
つ
い
て
も
同

様
と
す
る
。
）
の
設
置
廃
止
、
設
置
者
の
変
更
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
学
校
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
定
め
る
者
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

公
立
又
は
私
立
の
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
並
び
に
放
送
大
学
学
園
の
設
置
す
る
大
学

文
部
科
学
大
臣

二

市
町
村
の
設
置
す
る
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
、
盲
学
校
、
聾
学
校
、
養
護
学
校
及
び
幼
稚
園

都
道
府
県
の
教
育
委
員
会

三

私
立
の
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
、
盲
学
校
、
聾
学
校
、
養
護
学
校
及
び
幼
稚
園

都
道
府
県
知
事

②

地
方
自
治
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項

の
指
定
都
市
の
設
置
す
る
幼
稚
園
に
つ
い
て
は
、
前

項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

③

前
項
の
幼
稚
園
を
設
置
す
る
者
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
条

第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
学
校
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
項
各
号
に
定
め
る
者
は
、

当
該
学
校
の
閉
鎖
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

法
令
の
規
定
に
故
意
に
違
反
し
た
と
き

二

法
令
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
が
し
た
命
令
に
違
反
し
た
と
き

三

六
箇
月
以
上
授
業
を
行
わ
な
か
つ
た
と
き

第
十
四
条

公
立
又
は
私
立
の
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
並
び
に
放
送
大
学
学
園
の
設
置
す
る
大
学
に
つ
い
て
は
文
部
科
学
大
臣
、
大
学
及
び
高
等

専
門
学
校
以
外
の
市
町
村
の
設
置
す
る
学
校
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
、
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
以
外
の
私
立
学
校
に
つ
い
て
は

都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
学
校
が
、
設
備
、
授
業
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
、
法
令
の
規
定
又
は
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
若
し
く
は
都
道
府
県

知
事
の
定
め
る
規
程
に
違
反
し
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。



第
十
五
条

削
除

第
五
十
一
条
の
九

第
十
八
条
の
二
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
八
条
第
三
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
、
第
三
十
四
条
、
第
四
十
九
条
並
び
に
第
五
十
条

第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
中
等
教
育
学
校
に
、
第
四
十
四
条
か
ら
第
四
十
五
条
の
二
ま
で
、
第
四
十
八
条
及
び
第
五
十
条
の
二
の
規
定
は
中

等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
に
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
八
条
の
二
中
「
前
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
五
十
一
条
の

三
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

②

前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
四
条
又
は
第
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
後
期
課
程
に
定
時
制
の
課
程
又
は
通
信
制
の
課
程
を
置
く
中
等
教
育

学
校
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
一
条
の
四
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
定
時
制
の
課
程
又
は
通
信
制
の
課
程
に
係
る
修
業
年
限
は
、
六
年
以
上
と

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
十
一
条
の
五
中
「
後
期
三
年
の
後
期
課
程
」
と
あ
る
の
は
、
「
後
期
三
年
以
上
の
後
期
課
程
」
と
す
る
。
第

六
十
条

大
学
に
つ
い
て
第
三
条
に
規
定
す
る
設
置
基
準
を
定
め
る
場
合
に
は
、
文
部
科
学
大
臣
は
、
審
議
会
等
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
諮
問

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
条
の
二

大
学
の
設
置
の
認
可
を
行
う
場
合
に
は
、
文
部
科
学
大
臣
は
、
審
議
会
等
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
諮
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
五
条

大
学
院
は
、
学
術
の
理
論
及
び
応
用
を
教
授
研
究
し
、
そ
の
深
奥
を
き
わ
め
て
、
文
化
の
進
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
六
十
七
条

大
学
院
に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
第
五
十
二
条
の
大
学
を
卒
業
し
た
者
又
は
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
研
究
科
の
教
育
研
究
上
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
研
究
科

に
係
る
入
学
資
格
を
、
修
士
の
学
位
を
有
す
る
者
又
は
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
た
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

（
略
）

第
六
十
八
条
の
二

大
学
（
第
五
十
二
条
の
大
学
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
大

学
を
卒
業
し
た
者
に
対
し
学
士
の
学
位
を
、
大
学
院
の
課
程
を
修
了
し
た
者
に
対
し
修
士
又
は
博
士
の
学
位
を
授
与
す
る
も
の
と
す
る
。

②
・
③

（
略
）

④

学
位
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
に
つ
い
て
は
、
文
部
科
学
大
臣
は
、
第
六
十
条
の
政
令
で
定
め
る
審
議
会
等
に
諮
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
九
条
の
二

大
学
は
、
第
五
十
二
条
に
掲
げ
る
目
的
に
代
え
て
、
深
く
専
門
の
学
芸
を
教
授
研
究
し
、
職
業
又
は
実
際
生
活
に
必
要
な
能
力

を
育
成
す
る
こ
と
を
お
も
な
目
的
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

前
項
に
掲
げ
る
目
的
を
そ
の
目
的
と
す
る
大
学
は
、
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
修
業
年
限
を
二
年
又
は
三
年
と
す
る
。

③

前
項
の
大
学
は
、
短
期
大
学
と
称
す
る
。

④
～
⑨

（
略
）

第
七
十
条
の
十

第
二
十
八
条
第
八
項
、
第
四
十
九
条
、
第
五
十
条
第
五
項
、
第
六
十
条
、
第
六
十
条
の
二
、
第
六
十
四
条
、
第
六
十
八
条
の
三
及

び
第
六
十
九
条
の
規
定
は
、
高
等
専
門
学
校
に
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。



第
八
十
二
条
の
十
一

第
五
条
、
第
六
条
、
第
九
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
及
び
第
三
十
四
条
の
規
定
は
、
専
修
学
校
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
第
十
条
中
「
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
に
あ
つ
て
は
文
部
科
学
大
臣
に
、
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
以
外
の
学
校
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県

知
事
に
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
に
」
と
、
第
十
三
条
中
「
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
学
校
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
の
設
置
す
る

専
修
学
校
又
は
私
立
の
専
修
学
校
」
と
、
「
同
項
各
号
に
定
め
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
又
は
都
道
府
県
知
事
」
と
、
同

条
第
二
号
中
「
そ
の
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
又
は
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
十
四
条
中
「
公
立
又
は
私
立
の
大
学
及

び
高
等
専
門
学
校
並
び
に
放
送
大
学
学
園
の
設
置
す
る
大
学
に
つ
い
て
は
文
部
科
学
大
臣
、
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
以
外
の
市
町
村
の
設
置
す

る
学
校
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
、
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
以
外
の
私
立
学
校
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
市

町
村
の
設
置
す
る
専
修
学
校
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
、
私
立
の
専
修
学
校
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
知
事
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

②

（
略
）

第
八
十
三
条

（
略
）

②

第
四
条
第
一
項
、
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
及
び
第
三
十
四
条
の
規
定
は
、
各
種
学

校
に
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
第
一
項
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
学
校
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

め
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
の
設
置
す
る
各
種
学
校
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
、
私
立
の
各
種
学
校
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
知

事
」
と
、
第
十
条
中
「
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
に
あ
つ
て
は
文
部
科
学
大
臣
に
、
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
以
外
の
学
校
に
あ
つ
て
は
都
道
府

県
知
事
に
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
に
」
と
、
第
十
三
条
中
「
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
学
校
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
の
設
置
す

る
各
種
学
校
又
は
私
立
の
各
種
学
校
」
と
、
「
同
項
各
号
に
定
め
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
又
は
都
道
府
県
知
事
」
と
、

同
条
第
二
号
中
「
そ
の
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
又
は
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
十
四
条
中
「
公
立
又
は
私
立
の
大
学

及
び
高
等
専
門
学
校
並
び
に
放
送
大
学
学
園
の
設
置
す
る
大
学
に
つ
い
て
は
文
部
科
学
大
臣
、
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
以
外
の
市
町
村
の
設
置

す
る
学
校
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
、
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
以
外
の
私
立
学
校
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は

「
市
町
村
の
設
置
す
る
各
種
学
校
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
、
私
立
の
各
種
学
校
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
知
事
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

③

（
略
）

第
百
五
条

中
学
校
は
、
当
分
の
間
、
尋
常
小
学
校
卒
業
者
及
び
国
民
学
校
初
等
科
修
了
者
に
対
し
て
、
通
信
に
よ
る
教
育
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

②

前
項
の
教
育
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

○
学
校
教
育
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
十
月
三
十
一
日
政
令
第
三
百
四
十
号
）

（
法
第
六
十
条
の
審
議
会
等
で
政
令
で
定
め
る
も
の
）

第
四
十
一
条

法
第
六
十
条
（
法
第
七
十
条
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
審
議
会
等
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
中
央
教
育
審
議



会
と
す
る
。

（
法
第
六
十
条
の
二

の
審
議
会
等
で
政
令
で
定
め
る
も
の
）

第
四
十
二
条

法
第
六
十
条
の
二
（
法
第
七
十
条
の
十

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
審
議
会
等
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
大
学
設
置

・
学
校
法
人
審
議
会
と
す
る
。

○
学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
五
月
二
十
三
日
文
部
省
令
第
十
一
号
）

第
六
十
六
条

大
学
（
大
学
院
を
含
み
、
短
期
大
学
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
設
備
、
編
制
、
学
部
及
び
学
科
に
関
す
る
事
項
、

教
員
の
資
格
に
関
す
る
事
項
、
通
信
教
育
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
大
学
の
設
置
に
関
す
る
事
項
は
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令

第
二
十
八
号
）
、
大
学
通
信
教
育
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
六
年
文
部
省
令
第
三
十
三
号
）
及
び
大
学
院
設
置
基
準
（
昭
和
四
十
九
年
文
部
省
令
第

二
十
八
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

②

短
期
大
学
の
設
備
、
編
制
、
学
科
、
教
員
の
資
格
、
通
信
教
育
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
短
期
大
学
の
設
置
に
関
す
る
事
項
は
、
短
期
大
学
設
置

基
準
（
昭
和
五
十
年
文
部
省
令
第
二
十
一
号
）
及
び
短
期
大
学
通
信
教
育
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
七
年
文
部
省
令
第
三
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。

第
六
十
八
条

学
位
に
関
す
る
事
項
は
、
学
位
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
文
部
省
令
第
九
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
七
十
条

学
校
教
育
法
第
五
十
七
条
第
二
項
又
は
第
六
十
七
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
専
攻
科
又
は
大
学
院
へ
の
入
学
に
関
し
大
学
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
つ
い
て
は
、
大
学
院
へ
の
入
学
に
係
る
も
の
に
限
る
。

一

学
校
教
育
法
第
六
十
八
条
の
二
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
学
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者

二

外
国
に
お
い
て
、
学
校
教
育
に
お
け
る
十
六
年
（
医
学
、
歯
学
又
は
獣
医
学
を
履
修
す
る
博
士
課
程
へ
の
入
学
に
つ
い
て
は
、
十
八
年
）
の

課
程
を
修
了
し
た
者

三

外
国
の
学
校
が
行
う
通
信
教
育
に
お
け
る
授
業
科
目
を
我
が
国
に
お
い
て
履
修
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
外
国
の
学
校
教
育
に
お
け
る
十
六
年

（
医
学
、
歯
学
又
は
獣
医
学
を
履
修
す
る
博
士
課
程
へ
の
入
学
に
つ
い
て
は
、
十
八
年
）
の
課
程
を
修
了
し
た
者

四

文
部
科
学
大
臣
の
指
定
し
た
者

五

学
校
教
育
法
第
六
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
学
院
に
入
学
し
た
者
で
あ
つ
て
、
当
該
者
を
そ
の
後
に
入
学
さ
せ
る
大
学
院
に
お
い
て
、

大
学
院
に
お
け
る
教
育
を
受
け
る
に
ふ
さ
わ
し
い
学
力
が
あ
る
と
認
め
た
も
の

六

大
学
院
に
お
い
て
、
個
別
の
入
学
資
格
審
査
に
よ
り
、
大
学
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
た
者
で
、
二
十
二
歳
（
医

学
、
歯
学
又
は
獣
医
学
を
履
修
す
る
博
士
課
程
へ
の
入
学
に
つ
い
て
は
、
二
十
四
歳
）
に
達
し
た
も
の

七

そ
の
他
大
学
の
専
攻
科
又
は
大
学
院
に
お
い
て
、
大
学
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
た
者

②

（
略
）



第
七
十
条
の
二

学
校
教
育
法
第
六
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
大
学
院
へ
の
入
学
に
関
し
修
士
の
学
位
を
有
す
る
者
と
同
等
以
上

の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一

外
国
に
お
い
て
修
士
の
学
位
に
相
当
す
る
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者

二

外
国
の
学
校
が
行
う
通
信
教
育
に
お
け
る
授
業
科
目
を
我
が
国
に
お
い
て
履
修
し
、
修
士
の
学
位
に
相
当
す
る
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者

三

文
部
科
学
大
臣
の
指
定
し
た
者

四

大
学
院
に
お
い
て
、
個
別
の
入
学
資
格
審
査
に
よ
り
、
修
士
の
学
位
を
有
す
る
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
た
者
で
、
二
十
四
歳

に
達
し
た
も
の

五

そ
の
他
大
学
院
に
お
い
て
、
修
士
の
学
位
を
有
す
る
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
た
者

第
七
十
二
条
の
二

高
等
専
門
学
校
の
設
備
、
編
制
、
学
科
、
教
育
課
程
、
教
員
の
資
格
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
高
等
専
門
学
校
の
設
置
に
関
す
る

事
項
に
つ
い
て
は
、
高
等
専
門
学
校
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
六
年
文
部
省
令
第
二
十
三
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

○
大
学
院
設
置
基
準
（
昭
和
四
十
九
年
六
月
二
十
日
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）

（
大
学
院
の
課
程
）

第
二
条

大
学
院
に
お
け
る
課
程
は
、
修
士
課
程
及
び
博
士
課
程
と
す
る
。

２

大
学
院
に
は
、
修
士
課
程
及
び
博
士
課
程
を
併
せ
置
き
、
又
は
そ
の
い
ず
れ
か
を
置
く
も
の
と
す
る
。

（
修
士
課
程
）

第
三
条

修
士
課
程
は
、
広
い
視
野
に
立
つ
て
精
深
な
学
識
を
授
け
、
専
攻
分
野
に
お
け
る
研
究
能
力
又
は
高
度
の
専
門
性
を
要
す
る
職
業
等
に
必

要
な
高
度
の
能
力
を
養
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

（
博
士
課
程
）

第
四
条

博
士
課
程
は
、
専
攻
分
野
に
つ
い
て
、
研
究
者
と
し
て
自
立
し
て
研
究
活
動
を
行
い
、
又
は
そ
の
他
の
高
度
に
専
門
的
な
業
務
に
従
事
す

る
に
必
要
な
高
度
の
研
究
能
力
及
び
そ
の
基
礎
と
な
る
豊
か
な
学
識
を
養
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

２
～
５

（
略
）

（
専
門
大
学
院
）

第
三
十
一
条

大
学
院
に
は
、
高
度
の
専
門
性
を
要
す
る
職
業
等
に
必
要
な
高
度
の
能
力
を
専
ら
養
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
特
に
必
要
と
認
め
ら

れ
る
専
攻
分
野
に
つ
い
て
教
育
を
行
う
修
士
課
程
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
修
士
課
程
を
置
く
大
学
院
は
、
当
該
修
士
課
程
に
関
し
、
専
門
大
学
院
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



３

（
略
）

○
私
立
学
校
法

（
所
轄
庁
の
権
限
）

第
五
条

所
轄
庁
は
、
私
立
学
校
に
つ
い
て
学
校
教
育
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
十
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
権
限
を
有
す
る
。

一

私
立
学
校
の
設
置
廃
止
（
高
等
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
含
む
。
）
の
学
科
、
全
日
制
の
課
程
（
学
校
教
育
法
第
四
条
第
一
項

に
規
定
す
る
全
日
制
の
課
程
を
い
う
。
）
、
定
時
制
の
課
程
（
同
項
に
規
定
す
る
定
時
制
の
課
程
を
い
う
。
）
及
び
通
信
制
の
課
程
（
同
項
に

規
定
す
る
通
信
制
の
課
程
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
大
学
の
学
部
、
学
部
の
学
科
、
大
学
院
及
び
大
学
院
の
研
究
科
、
短
期
大
学
の
学
科
、

高
等
専
門
学
校
の
学
科
並
び
に
盲
学
校
、
聾
学
校
及
び
養
護
学
校
の
小
学
部
、
中
学
部
、
高
等
部
及
び
幼
稚
部
の
設
置
廃
止
並
び
に
同
法
第
五

十
二
条
の
二
（
同
法
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
通
信
教
育
の
開
設
廃
止
を
含
む
。
）
及
び
設
置
者
の

変
更
並
び
に
収
容
定
員
及
び
私
立
高
等
学
校
（
私
立
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
含
む
。
）
の
通
信
制
の
課
程
で
同
法
第
四
十
五
条
第
三
項

に
規
定
す
る
も
の
（
以
下
「
広
域
の
通
信
制
の
課
程
」
と
い
う
。
）
に
係
る
学
則
の
変
更
の
認
可
を
行
う
こ
と
。

二

私
立
学
校
が
、
法
令
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
、
法
令
の
規
定
に
基
く
所
轄
庁
の
命
令
に
違
反
し
た
と
き
、
又
は
六
月
以
上
授
業
を
行
わ
な

か
つ
た
と
き
、
そ
の
閉
鎖
を
命
ず
る
こ
と
。

２

学
校
教
育
法
第
十
四
条

は
、
私
立
学
校
に
適
用
し
な
い
。

（
私
立
学
校
審
議
会
等
へ
の
諮
問
）

第
八
条

都
道
府
県
知
事
は
、
私
立
大
学
及
び
私
立
高
等
専
門
学
校
以
外
の
私
立
学
校
に
つ
い
て
、
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
行
う
場

合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
私
立
学
校
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

文
部
科
学
大
臣
は
、
私
立
大
学
又
は
私
立
高
等
専
門
学
校
に
つ
い
て
、
第
五
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
私
立
学
校
の
廃
止
、
設

置
者
の
変
更
若
し
く
は
収
容
定
員
に
係
る
学
則
の
変
更
の
認
可
を
行
う
場
合
又
は
同
項
第
二
号
の
閉
鎖
を
命
ず
る
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
学
校
教
育
法
第
六
十
条
の
二

に
規
定
す
る
審
議
会
等
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
申
請
）

第
三
十
条

学
校
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
設
立
を
目
的
と
す
る
寄
附
行
為
を
も
つ
て
少
な
く
と
も
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
、
文

部
科
学
省
令
で
定
め
る
手
続
に
従
い
、
当
該
寄
附
行
為
に
つ
い
て
所
轄
庁
の
認
可
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

目
的

二

名
称

三

そ
の
設
置
す
る
私
立
学
校
の
名
称
及
び
当
該
私
立
学
校
に
課
程
、
学
部
、
大
学
院
、
大
学
院
の
研
究
科
、
学
科
又
は
部
を
置
く
場
合
に
は
、

そ
の
名
称
又
は
種
類
（
私
立
高
等
学
校
（
私
立
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
含
む
。
）
に
広
域
の
通
信
制
の
課
程
を
置
く
場
合
に
は
、
広
域

の
通
信
制
の
課
程
で
あ
る
旨
を
含
む
。
）

四

事
務
所
の
所
在
地



五

役
員
に
関
す
る
規
定

六

評
議
員
会
及
び
評
議
員
に
関
す
る
規
定

七

資
産
及
び
会
計
に
関
す
る
規
定

八

収
益
を
目
的
と
す
る
事
業
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
事
業
の
種
類
そ
の
他
そ
の
事
業
に
関
す
る
規
定

九

解
散
に
関
す
る
規
定

十

寄
附
行
為
の
変
更
に
関
す
る
規
定

十
一

公
告
の
方
法

２
～
３

（
略
）

（
寄
附
行
為
変
更
の
認
可
）

第
四
十
五
条

寄
附
行
為
の
変
更
は
、
所
轄
庁
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
。

（
私
立
専
修
学
校
等
）

第
六
十
四
条

第
五
条
第
二
項
、
第
六
条
及
び
第
八
条
第
一
項
の
規
定
は
私
立
専
修
学
校
に
つ
い
て
、
第
五
条
、
第
六
条
及
び
第
八
条
第
一
項
の
規

定
は
私
立
各
種
学
校
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
私
立
専
修
学
校
に
つ
い
て
準
用
す
る
第
八
条
第
一
項
中
「
第
五

条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
学
校
教
育
法
第
八
十
二
条
の
八
第
一
項
の
都
道
府
県
知
事
の
権
限
又
は
同
法
第
八
十
二
条
の
十

一
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
十
三
条
の
都
道
府
県
知
事
の
権
限
」
と
読
み
替
え
、
私
立
各
種
学
校
に
つ
い
て
準
用
す
る
第

八
条
第
一
項
中
「
第
五
条
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
条
第
一
項
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

２
～
３

（
略
）

４

専
修
学
校
又
は
各
種
学
校
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
専
修
学
校
又
は
各
種
学
校
の
設
置
の
み
を
目
的
と
す
る
法
人
を
設
立
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

５
～
７

（
略
）

（
類
似
名
称
の
使
用
禁
止
）

第
六
十
五
条

学
校
法
人
で
な
い
者
は
、
そ
の
名
称
中
に
、
学
校
法
人
と
い
う
文
字
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
六
十
四
条
第
四
項
の
法

人
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
六
十
六
条

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
学
校
法
人
の
理
事
、
監
事
又
は
清
算
人
は
、
一
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

一

こ
の
法
律
に
基
く
政
令
の
規
定
に
よ
る
登
記
を
怠
り
、
又
は
不
実
の
登
記
を
し
た
と
き
。

二

第
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
五
十
一
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
財
産
目
録
の
備
付
を
怠
り
、
又
は
こ
れ
に
記
載
す
べ
き
事
項
を

記
載
せ
ず
、
若
し
く
は
不
実
の
記
載
を
し
た
と
き
。

三

第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
備
付
を
怠
り
、
そ
の
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
載
せ
ず
、
又
は
不
実
の
記
載
を
し
た
と
き
。

四

第
五
十
三
条
及
び
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

五
～
七

（
略
）



第
六
十
七
条

第
六
十
五
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
五
千
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

附

則

１
～
８

（
略
）

９

第
十
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
四
項
、
第
十
五
条
並
び
に
第
十
九
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
中
学
校
法
人
の
う
ち
に
は
、
第
二
項
の
期
間
中
は
、

財
団
法
人
を
含
む
も
の
と
す
る
。

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
財
団
法
人
が
そ
の
組
織
を
変
更
し
て
学
校
法
人
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
財
団
法
人
が
学
校
教
育
法
第
九
十
八

10
条
の
規
定
に
よ
り
存
続
す
る
私
立
学
校
を
設
置
し
て
い
た
と
き
、
又
は
同
条
の
規
定
に
よ
り
存
続
す
る
私
立
学
校
で
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
学
校

法
人
は
、
引
き
続
い
て
、
当
該
学
校
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
学
校
を
設
置
す
る
学
校
法
人
に
対
し
て
第
三
章
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
同
章
の
規
定
中
私
立
学
校
の
う

11ち
に
は
、
前
項
の
学
校
を
含
む
も
の
と
す
る
。

第
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
開
設
廃
止
」
と
あ
る
の
は
、
当
分
の
間
、
「
開
設
廃
止
並
び
に
同
法
第
百
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
信
教
育
の
開
設

12

廃
止
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

文
部
大
臣
は
、
昭
和
五
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
大
学
設
置
審
議
会
及
び
私
立
大
学
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
特
に
必
要
が
あ
る

13
と
認
め
る
場
合
を
除
き
、
私
立
大
学
の
設
置
、
私
立
大
学
の
学
部
又
は
学
科
の
設
置
及
び
私
立
大
学
の
収
容
定
員
の
増
加
に
係
る
学
則
の
変
更
に

つ
い
て
の
認
可
は
、
し
な
い
も
の
と
す
る
。

こ
の
法
律
施
行
後
最
初
に
任
命
さ
れ
る
私
立
学
校
審
議
会
及
び
私
立
大
学
審
議
会
の
委
員
の
う
ち
、
半
数
（
委
員
の
定
数
が
奇
数
に
定
め
ら
れ

14
た
場
合
に
は
、
そ
の
二
分
の
一
の
数
に
生
じ
た
端
数
を
切
り
捨
て
た
数
）
の
者
の
任
期
は
、
第
十
二
条
第
一
項
（
第
二
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
年
と
す
る
。

前
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
二
年
と
す
る
委
員
は
、
く
じ
で
定
め
る
。

15

学
校
法
人
及
び
第
六
十
四
条
第
四
項
の
法
人
が
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
施
設
及
び
設
備
に
関
し
て
は
、
第
二
十
五
条
第
二
項
（
第
六
十
四
条

16
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
に
学
校
の
施
設
及
び
設
備
の
基
準
に
関
し
て
規
定
す
る
法
律
が
制
定

施
行
さ
れ
る
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

こ
の
法
律
施
行
の
際
現
に
そ
の
名
称
中
に
学
校
法
人
と
い
う
文
字
を
用
い
て
い
る
者
は
、
第
六
十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
法
律
施

17
行
後
三
月
間
は
、
な
お
従
前
の
名
称
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
条
第
二
号
、
第
五
条
、
第
六
条
、
第
八
条
第
一
項
、
第
九
条
第
二
項
、
第
十
一
条
及
び
第
五
十
九
条
の
規
定
中
私
立
学
校
に
は
、
当
分
の

18
間
、
学
校
教
育
法
第
百
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
学
校
法
人
以
外
の
者
に
よ
つ
て
設
置
さ
れ
た
私
立
の
学
校
（
以
下
「
学
校
法
人
立
以
外
の
私

立
の
学
校
」
と
い
う
。
）
を
含
む
も
の
と
し
、
第
五
十
九
条
の
規
定
中
学
校
法
人
に
は
、
当
分
の
間
、
学
校
法
人
立
以
外
の
私
立
の
学
校
を
設
置

す
る
者
を
含
む
も
の
と
す
る
。




